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１【提出理由】
当社は2026年３月25日付けで、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）を締

結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４

の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．金銭消費貸借契約の内容

（１） 金銭消費貸借契約の締結日 2026年３月25日

（２） 借入先 株式会社りそな銀行

（３） 借入金額（債務の元本） 609百万円

（４） 適用利率 基準金利+スプレッド

（５） 借入実行日 2026年３月31日

（６） 借入期間（弁済期限） ５年間（2026年４月１日 ～ 2031年３月31日）

（７） 返済方法 元金均等

（８） 担保の有無 有（株式会社ティファレトの全株式）

（９） 保証の有無 有（株式会社ティファレトの連帯保証）
 

 
２．金銭消費貸借契約に付される財務上の特約の内容

本契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し貸付人の請求があった場合は、借入元本金額の

うち243百万円の期限前弁済を行います。

（１）連結の営業損益額を２期連続損失とならないようにすること

（２）連結のネットデット（純有利子負債）※１をEBITDA※２で除した割合を０倍以上4.0倍以内に維持すること

（３）株式会社ティファレトの単体のキャッシュ・フローの金額を200百万円以上に維持すること

※１ネットデット（純有利子負債）＝有利子負債－現預金

※２EBITDA＝営業損益＋減価償却費（のれん償却費含む）
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